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令和５年 月 日 環循事発第   号 

 

 

産業廃棄物適正処理推進費補助金（産業廃棄物緊急対策調査事業）実施要領 

 

第１ 目的 

この実施要領は、産業廃棄物適正処理推進費補助金（産業廃棄物緊急対策調査事業）

（以下「補助金」という。）交付要綱（以下「交付要綱」という。）第３条に掲げる事業

の実施に関して必要な細目等を定めることにより、産業廃棄物の不法投棄等の状況の把

握に資することを目的とする。 

 

第２ 事業内容 

補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、補助金を活用して「盛土

による災害防止に向けた総点検について（依頼）」（３農振第 1295号、３林整治第 722号、

国総公第 80号、国都安第 29号、国都計第 68号、国水砂第 167号、環自国発第 2108112号

及び環循規発第 2108113号）に基づき行った令和３年度実施の盛土による災害防止のため

の総点検で確認された危険が想定され、社会資本整備総合交付金交付要綱（平成 22 年

３月 26 日制定）中、イ－１３－（１）③、ロ－１３－（１）③に規定されている盛

土緊急対策事業、山漁村地域整備交付金実施要領（平成 22 年 4 月 1 日付け 21 生畜

第 2045 号農林水産省生産局長、21 農振第 2454 号農林水産省農村振興局長、21 林

整計第 336 号林野庁長官、21 水港第 2724 号水産庁長官通知）別紙 12-２（盛土緊

急対策事業に係る運用）に基づいて実施する事業又は沖縄振興公共投資交付金交付

要綱(農山漁村地域整備に関する事業、農山漁村活性化対策整備に関する事業、農

業・食品産業強化対策整備に関する事業、水産業強化対策整備に関する事業、沖縄

林業構造確立施設の整備に関する事業)（平成 24 年４月６日付け 23 地第 484 号農

林水産事務次官依命通知）別紙 17（盛土緊急対策事業に係る運用）に基づいて実施

する事業のいずれかに該当する盛土のうち、産業廃棄物の不法投棄等の可能性がある

ものについて、都道府県又は政令市（廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45年法律

第 137号。以下「法」という。）第 24条の２第１項の規定に基づく政令で定める市をいう。）

（以下「都道府県等」という。）が実施する調査事業に対する補助金（以下「間接補助金」

という。）を交付する事業（以下「補助事業」という。）を実施するものとする。 

 

第３ 補助金の交付事業 

（１）交付の対象となる事業及び経費  

間接補助金の交付の対象となる事業（以下「間接補助事業」という。）は、別表第

１第１欄及び第２欄に掲げる事業とし、補助事業者は、これらに要する経費のうち、

同表第３欄に掲げる経費（以下「間接補助対象経費」という。）について、補助金の

範囲内において間接補助金を交付する。 

 

（２）間接補助金の交付の申請者 
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   都道府県等 

 

（３）間接補助金の交付額の算定方法 

間接補助金の交付額は、別表第１第５欄に掲げる方法により算出するものとする。 

 

（４）補助事業の実施体制等 

補助事業者は、補助事業の適正かつ円滑な実施のため、次に掲げる事項を適切に行

うための体制を整えなければならない。 

ア 間接補助金交付先の公募及び通知文等による周知 

イ 間接補助金の交付（交付申請書の審査から間接補助金の支払までを含む。） 

ウ 間接補助金の交付決定を受けた者（以下「間接補助事業者」という。）の指導監督 

エ 間接補助事業に対する問合せ等への対応 

オ 上記に関する付帯業務 

 

（５）交付規程の内容 

① 交付要綱第 14 条の間接補助金の交付手続等に係る交付規程は、交付要綱第４条か

ら第 13条まで、及び第 19条に準じた事項並びに事業報告書の提出その他必要な事項

を記載するものとする。 

② 間接補助金の交付手続等について、交付要綱第 15条又は第 16条による電磁的方法

による場合は、交付規程に必要な事項を定めなければならない。 

 

（６）間接補助金交付先の採択等 

① 補助事業者は、都道府県等が提出する書類について、補助対象事業に係る間接補助

金の交付が法令及び予算に定めるところに違反しないかどうか、補助対象事業の目的

及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか、その記載事項に

不備又は不適当なものがないかどうか等を審査し、都道府県等に補助金を交付すべき

と認めたものについて、環境省が指定する様式の書類を作成し、環境省に提出する。 

② 補助事業者は、①で提出した書類について、環境省と協議の上、交付先を採択する。 

③ 都道府県等が提出した書類について変更（ただし、軽微な変更を除く。）を伴う場合

は、補助事業者が、前段の手続きに準じて、環境省の指定した様式の書類を作成する

とともに、環境省と協議を行う。 

 

（７）間接補助事業の指導監督 

① 補助事業者は、間接補助事業の実施状況を把握し、間接補助事業者に対して間接補

助事業の適正かつ円滑な実施を確保するために必要な報告を求めるとともに、それに

より得た情報を適時適切に環境大臣（以下「大臣」という。）に報告するものとする。 

② 補助事業者は、間接補助事業の適正かつ円滑な実施に重大な支障が生じ、又は生ず

るおそれがあると認められる場合には、大臣に速やかに報告するとともに、その指示

を仰ぎ、間接補助事業者に対して必要な改善を指導するものとする。 
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（８）間接補助事業者からの返還額等の取扱 

大臣は、交付要綱、この実施要領又は交付規程に基づき、間接補助事業者から間接

補助金の全部又は一部に相当する額の返還又は納付があったときは、補助事業者に対

し、これを国庫に返還又は納付させることがある。 

 

（９）事務費の中間検査 

    環境省は、補助事業の執行に要する事務費について、額の中間検査を行う予定のた

め、環境省に求められた際には応じるものとする。 

 

第４ 指導監督 

（１）補助事業の適正な実施の確保 

  大臣は、補助事業の適正かつ円滑な実施を確保するため、補助事業者による補助事業

の実施に関し、この実施要領に基づき指導監督を行う。 

（２）補助事業完了後において従うべき条件 

  大臣は、間接補助事業が交付要綱第７条第 11 号イ及びウに基づき付した条件に適合

していないと認められる場合には、間接補助事業者に対して条件に適合するよう指示を

することができる。 

 

第５ その他 

補助事業者は、交付要綱又はこの実施要領（以下「交付要綱等」という。）に疑義が生

じたとき、交付要綱等により難い事由が生じたとき、あるいは交付要綱等に記載のない

細部については、大臣に速やかに報告し、その指示に従うものとする。 

 

 

附 則 

１ この実施要領は、令和４年３月 23日から施行する。 

 

附 則 

１ この実施要領は、令和●年●月●●日から施行する。 

２ この実施要領による改正後の規定は、令和３年度補正予算に係る補助金から適用し、

令和３年度補正予算以前の予算に係る補助金については、なお従前の例による。 
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別表第１ 

※「事務費」とは、事業実施期間内に、間接補助事業者が事業施工のために直接必要な事務に要する費用であ

って、旅費及び庁費〔報酬、共済費、給料、職員手当等､需用費(消耗品費､燃料費､食糧費､印刷製本費､光熱水

料及び修繕費)、委託料、使用料、賃借料、通信運搬費、監督料及び備品費等の人件費並びに物件費〕をいう。

（ただし、報酬、共済費、給料、職員手当等については、会計年度任用職員へ支給されるものに限る。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 間接補助 

事業の区分 

２ 間接補助

事業の内容 

３ 間接補助 

対象経費 
４ 基準額 ５ 交付額の算定方法 

産業廃棄物緊

急対策調査事

業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

盛土における

産業廃棄物の

不法投棄等に

係る調査を行

う事業 

事業を行うた

めに必要な事

務費※、試掘、

測量、廃棄物

性状分析、臭

気分析、可燃

ガス分析、保

有水分析、周

縁土壌分析等

に係る費用並

びにその他必

要な経費で補

助事業者が承

認した経費 

補助事業者

が必要と認

めた額 

 

ア 総事業費から寄付金その他の収入額を

控除した額を算出する。 

イ 第３欄に掲げる間接補助対象経費と第

４欄に掲げる基準額とを比較して少ない

方の額を選定する。 

ウ アにより算出された額とイで選定され

た額とを比較して少ない方の額に２分の

１を乗じて得た額を上限とする。ただし、

算出された額に 1,000 円未満の端数が生

じた場合には、これを切り捨てるものと

する。 
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別紙様式 

番    号 

年  月  日 

 

 環境省環境再生・資源循環局 殿 

 

 

                  住 所 

                  氏 名 又 は 名 称 

                  代表者の職・氏名             

 

 産業廃棄物適正処理推進費補助金（産業廃棄物緊急対策調査事業）に係る間接補助事業

の採択について 

 

 

  標記について、産業廃棄物適正処理推進費補助金（産業廃棄物緊急対策調査事業）実

施要領第３の（６）の規定に基づき、下記の通り協議します。 

 

記 

 

１．間接補助事業の概要 

（１）間接補助事業者の氏名又は名称 

（２）間接補助事業の名称 

（３）間接補助事業の概要 

 

２．本件責任者及び担当者の氏名、連絡先等 

（１）責任者の所属部署・職名・氏名 

（２）担当者の所属部署・職名・氏名 

（３）連絡先（電話番号・Eメールアドレス） 


